
  

○ 福 井 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則  

平 成 １ ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日  

福 井 県 規 則 第 １ ０ ７ 号  

 

改 正  平 成 １ ４ 年  ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第  １ ８ 号  

平 成 １ ７ 年  １ 月 ２ ８ 日 規 則 第   ３ 号  

平 成 １ ７ 年  ３ 月 ２ ４ 日 規 則 第  １ ２ 号  

平 成 １ ７ 年  ９ 月 ３ ０ 日 規 則 第 １ ０ ０ 号  

平 成 １ ８ 年  ３ 月  ７ 日 規 則 第  １ １ 号  

平 成 ２ ０ 年  ３ 月 ３ １ 日 規 則 第  ２ ５ 号  

平 成 ２ ８ 年  ３ 月 ３ １ 日 規 則 第  ２ ３ 号  

 

(趣 旨 )  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、福 井 県 情 報 公 開 条 例 (平 成 １ ２ 年 福 井 県 条

例 第 ４ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 )の 施 行 に 関 し 、 知 事 が 行 う

情 報 公 開 に 関 す る 事 務 に つ い て 必要な事項を定めるものとする。 

(公 文 書 公 開 請 求 書 )  

第 ２ 条  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、公 文 書 公 開 請 求 書 (様 式 第

１ 号 )に よ る も の と す る 。  

(公 文 書 公 開 決 定 通 知 書 等 )  

第 ３ 条  条 例 第 １ １ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 決 定

の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 に よ る 。  

（ １ ） 公 文 書 の 全 部 を 公 開 す る 旨 の 決 定  公 文 書 公 開 決 定 通 知

書 (様 式 第 ２ 号 )  

（ ２ ） 公 文 書 の 一 部 を 公 開 す る 旨 の 決 定  公 文 書 一 部 公 開 決 定

通 知 書 (様 式 第 ３ 号 )  

２  条 例 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、公 文 書 非 公 開 決 定 通 知 書 (様

式 第 ４ 号 )に よ る 。  

(公 開 決 定 等 期 間 延 長 通 知 書 等 )  

第 ４ 条  条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、 公 開 決 定 等 期 間 延 長 通

知 書 (様 式 第 ５ 号 )に よ る 。  

２  条 例 第 １ ２ 条 第 ３ 項 の 書 面 は 、 公 開 決 定 等 期 限 特 例 適 用 通

知 書 (様 式 第 ６ 号 )に よ る 。  

(事 案 移 送 通 知 書 )  

第 ５ 条  条 例 第 １ ３ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、事 案 移 送 通 知 書 (様 式 第

７ 号 )に よ る 。  

(第 三 者 に 対 し て 通 知 す る 事 項 等 )  

第 ６ 条  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 お よ び 第 ２ 項 の 実 施 機 関 が 定 め る

事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

（ １ ） 公 開 請 求 の 年 月 日  

（ ２ ） 公 開 請 求 に 係 る 公 文 書 に 記 録 さ れ て い る 当 該 第 三 者 に 関

す る 情 報 の 内 容  

（ ３ ） 意 見 書 を 提 出 す る 場 合 の 提 出 先 お よ び 提 出 期 限  

２  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 ま た は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 第

三 者 意 見 照 会 書 (様 式 第 ８ 号 )に よ り す る も の と す る 。  

３  条 例 第 １ ４ 条 第 ３ 項 (条 例 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。)の 書 面 は 、第三者情報公開通知書 (様式第９号 )による。  

(電 磁 的 記 録 の 公 開 の 方 法 )  
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第 ７ 条  条例第１５条第３項の実施機関が別に定める方法は、次の各

号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。  

（ １ ） 知 事 が 保 有 す る 機 器 お よ び プ ロ グ ラ ム を 用 い て 用 紙 に 出

力 す る こ と が で き る 電 磁 的 記 録  当 該 電 磁 的 記 録 を 用 紙 に

出 力 し た 物 ま た は そ れ を 複 写 し た 物 の 閲 覧 ま た は 交 付  

（ ２ ） 知 事 が 保 有 す る 機 器 お よ び プ ロ グ ラ ム を 用 い て 再 生 す る

こ と が で き る 電 磁 的 記 録  当 該 電 磁 的 記 録 ま た は 当 該 電 磁

的 記 録 を 複 写 し た 物 を 再 生 し た も の の 閲覧、聴取または視聴  

２  前 項 の 実 施 機 関 が 別 に 定 め る 方 法 は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 録

音 カ セ ッ ト テ ー プ 、 ビ デ オ カ セ ッ ト テ ー プ 、 フ ロ ッ ピ ー デ ィ

ス ク そ の 他 の 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写 し た 物 の 交 付 が 容 易 で あ

る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 複 写 し た 物 の 交 付

と す る こ と が で き る 。  

(写 し の 交 付 部 数 )  

第 ８ 条  条 例 第 １ ５ 条 の 規 定 に よ り 公 文 書 の 公 開 を 行 う 場 合 に

お い て 、公 文 書 の 写 し (条 例 第 １ ５ 条 第 ４ 項 ま た は 前 条 の 規 定

に よ り 交 付 す る 物 を 含 む 。 )を 交 付 す る と き の 交 付 部 数 は 、公

開 請 求 １ 件 に つ き １ 部 と す る 。  

(審 査 会 諮 問 通 知 書 )  

第 ９ 条  条 例 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 審 査 会 諮 問 通 知 書

(様 式 第 １ ０ 号 )に よ り す る も の と す る 。  

(公 開 請 求 に 関 す る 相 談 等 の 場 所 )  

第 １ ０ 条  条 例 第 ３ ２ 条 第 １ 項 の 公 開 請 求 に 関 す る 相 談 、 公 開

請 求 書 の 受 領 等 を 行 う た め の 場 所 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

(実 施 状 況 の 公 表 )  

第 １ １ 条  条 例 第 ３ ４ 条 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 福 井 県 報 に 登 載

す る こ と に よ り す る も の と す る 。  

(出 資 法 人 の 名 称 等 の 告 示 )  

第 １ ２ 条  知 事 は 、 条 例 第 ３ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 出 資 法 人

を 定 め た と き は 、 速 や か に 、 当 該 出 資 法 人 の 名 称 お よ び 主 た

る 事 務 所 の 所 在 地 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

附  則  

(施 行 期 日 )  

1  こ の 規 則 は 、 平 成 １ ２ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

(福 井 県 公 文 書 公 開 審 査 会 規 則 の 廃 止 )  

2  福 井 県 公 文 書 公 開 審 査 会 規 則 (昭 和 ６ １ 年 福 井 県 規 則 第 ４ ０

号 )は 、 廃 止 す る 。  

 

附  則 (平 成 １ ４ 年 規 則 第 １ ８ 号 ～ )〔 略 〕  
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別 表 (第 １ ０ 条 関 係 )  

名 称  位 置  

福 井 県 庁 舎  福 井 市  

福 井 合 同 庁 舎  福 井 市  

坂 井 合 同 庁 舎  坂 井 市  

奥 越 合 同 庁 舎  大 野 市  

丹 南 農 林 総 合 事 務 所 丹 生 分 同 庁 舎  丹 生 郡 越 前 町  

南 越 合 同 庁 舎  越 前 市  

敦 賀 合 同 庁 舎  敦 賀 市  

若 狭 合 同 庁 舎  小 浜 市  

 

様式 〔略〕 
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